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Ⅰ 観光産業の成長力

観光は､ 今や世界経済を牽引する基幹産業と

なっている｡ 世界観光機関 (WTO) の推計に

よると､ 2002年には､ 世界で７億260万人の人々

が国際観光旅行に出掛け､ 4,742億ドルの国際

旅行収入が生み出された(１)｡ この数字が､ 1980

年には２億8,533万人と1,053億ドル､ 1990年に

は４億5,765万人と2,683億ドルであったことを

考えると､ 国際観光の成長率がいかに高いかよ

くわかる｡ 国際観光旅行者は今後も増え続け､

その数は､ 2010年には10億640万人に達し､ 2020

年には15億6,110万人にまで膨れ上がると予測

されている｡ しかし､ 2003年に日本を訪れた外

国人旅行者は521万人にとどまっている(２)｡ 同

年､ 海外に出掛けた日本人旅行者は1,330万人

であり､ 我が国の場合､ インバウンド観光(３)

とアウトバウンド観光のバランスが取れている

とは言い難い｡

訪日外国人旅行者は､ 長期傾向としては増え

ているが､ 2003年の伸び率は､ 前年比で0.5％

減と､ 伸び悩みを見せている(４)｡ 同年の訪日

外国人旅行者を国・地域別に見ると､ 韓国 (146

万人)､ 台湾 (79万人)､ アメリカ (66万人)､ 中

国 (45万人)､ 香港 (26万人) の順で､ アジア地

域からの旅行者が大部分を占めている｡ 近年､

海外旅行熱が高まっているアジア地域の旅行者

の潜在需要は､ 無視し得ないほど大きい｡ 2000

年９月に訪日団体観光旅行が解禁された中国に
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� 以下､ WTO のデータは､ World Tourism Organization, Tourism Highlights Edition 2003. <http://

www.world-tourism.org/market_research/facts/highlights/Highlights.pdf> (last access 2004.8.30) (以下､

最終アクセス日は同日なので略) による｡

� 以下､ 本稿における統計データは､ 特にことわりがない限り､ 国土交通省 『平成16年版 観光白書』 2004. によ

る｡

� ｢インバウンド観光｣ は､ 海外からその国への入国旅行｡ ｢アウトバウンド観光｣ は､ その国から海外への出国

旅行｡

� 2003年は､ アジア地域における重症急性呼吸器症候群 (SARS) の流行という特殊要因がある｡ その影響は､

特にアウトバウンド観光において大きかったと考えられている｡



対しては､ 特に大きな期待がかけられている｡

観光産業は､ 製造業とは異なり､ 生産・雇用

が国内で行われるため､ ｢空洞化｣ とは無縁の

産業であると言われている｡ また､ 旅館・ホテ

ル業だけでなく､ 運輸､ 飲食､ 娯楽・レジャー

産業まで含む裾野の広さを持っているため､ 経

済に対する波及効果が大きい｡ 2002年に総額で

21.3兆円が消費された旅行需要は､ 日本経済に

対し､ 49.4兆円の生産波及効果､ 26.1兆円の付

加価値効果､ 398万人の雇用効果､ 4.5兆円の税

収効果をもたらしたと推計されている(５)｡ 更

に､ インバウンド観光は､ 海外の人々の自国に対

する理解を深めるという効果も持っているため､

広義の安全保障の面からも注目を集めている｡

Ⅱ 政府の施策

観光が世界的に注目を浴びる中､ 日本も､ 観

光立国を目指すことを明確に打ち出し､ 外国人

旅行者の誘致に向けて積極的に動き始めた｡ 国

土交通省は､ 平成15年を ｢訪日ツーリズム元年｣

と位置付け､ 平成14年度補正予算から ｢ビジッ

ト・ジャパン・キャンペーン｣ を展開している｡

平成14年に遡り､ 観光振興に向けた動きを追う

と､ ６月25日に､ ｢経済財政運営と構造改革に

関する基本方針2002｣(６)が閣議決定され､ ｢経

済活性化戦略の30のアクションプログラム｣ の

一つとして ｢観光産業の活性化・休暇の長期連

続化｣ が取り上げられた｡ 12月24日には､ その

方針を踏まえ､ 訪日外国人旅行者数と日本人海

外旅行者数との格差を早期に是正することを目

標とする ｢グローバル観光戦略｣(７)が､ 国土交

通省によって策定・公表された｡

平成15年１月31日に行われた第156回国会に

おける施政方針演説において､ 小泉首相は､ 日

本の魅力を再生するため､ 政府を挙げて観光の

振興に取り組む姿勢を明らかにした(８)｡ ３月

26日には､ 観光関係の民間団体・企業の参加を

得て､ 国土交通大臣を座長とする ｢グローバル

観光戦略を推進する会｣ が開かれている｡ その

会合では､ ①訪日外国人旅行者を2010年 (平成

22年) に1,000万人に増やすことを目標とする

こと､ ②官民一体となって強力に ｢グローバル

観光戦略｣ を推進すること､ ③観光立国政策の

実現に向け､ 国土交通省に強力なリーダーシッ

プを期待すること､ を内容とするアピール(９)

が提案・採択された｡

その一方で､ 政府は､ 訪日外国人旅行者を

2010年 (平成22年) に倍増させるという目標の

実現に向けた基本戦略をまとめるため､ 平成15

年１月に観光立国懇談会 (座長：木村尚三郎・東

大名誉教授) を発足させた｡ 観光立国懇談会は､

観光地としての日本の魅力を高めるために解決

すべき課題として､ ①ハード及びソフトのイン

フラ整備､ ②ビザ免除国の拡大など､ 入国手続

きの改善､ ③英語の案内標識の設置など､ 外国

人が一人歩きできる環境の整備､ ④観光産業の

国際競争力の強化､ ⑤地域に根差した魅力の向

上､ ⑥観光リーダーの育成､ という内容を盛り

込んだ報告書(10)をまとめ､ 小泉首相に提出した｡
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� 国土交通省ホームページ 『｢旅行・観光産業の経済効果に関する調査研究Ⅲ｣ の概要について』 <http://www.

mlit.go.jp/kisha/kisha03/01/011022/01.pdf>

� 首相官邸ホームページ ｢経済財政運営と構造改革に関する基本方針2002 (概要)｣ <http://www.kantei.go.jp/

jp/singi/keizai/kakugi/020625s.pdf>

� 国土交通省ホームページ ｢グローバル観光戦略について｣ <http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/kanko/glo

baltop.htm>

� 『第156回国会衆議院本会議録第４号 平成15年１月31日』 p.3. 小泉首相は､ 翌年の施政方針演説 (『第159回国

会衆議院本会議録第１号� 平成16年１月19日』 p.4.) においても､ ｢観光立国｣ の積極的推進に言及している｡

� 国土交通省ホームページ ｢グローバル観光戦略を強力に推進するためのアピール｣ <http://www.mlit.go.jp/

sogoseisaku/kanko/appeal.htm>
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この報告書を受け､ 小泉首相は､ ５月16日の

閣議において､ 関係行政機関の緊密な連携確保

を目的とする ｢観光立国関係閣僚会議｣ の設置

を決めた｡ ５月21日に開催された第１回の会議

では､ 観光産業を基幹産業に育てるための行動

計画を策定すること､ 全体のとりまとめを国土

交通大臣が行うことが合意された(11)｡ 地域の

魅力を向上させるための ｢一地域一観光｣ 運動

の展開と良好な景観形成､ トップ・セールスと

ビジット・ジャパン・キャンペーンによる日本

ブランドの海外発信､ 入国手続きの円滑化と外

国人が一人歩きできる環境の整備等の内容を盛

り込んだ ｢観光立国行動計画｣(12)は､ ７月31日

の第２回会議で決定された｡

９月22日に発足した第２次小泉内閣では､ 観

光立国担当大臣が設けられ､ 石原国土交通大臣

が初代大臣に任命された｡ 平成16年度予算では､

キャンペーン関係予算の増額 (前年度比60％増

の32億円) が認められ､ 観光関係全体では60.3

億円 (同18％増) の予算が確保された｡ 平成16

年７月には､ 地域の魅力向上に向けた自主的な

取組みの支援､ 通訳ガイドの活用､ 公共交通機

関における外国語の案内標記の整備促進等の具

体的施策の方向性について提言を受ける目的で､

国土交通省に ｢外客受入環境整備のための具体

的施策検討懇談会｣(13)が設置された｡

海外13ヵ所に観光宣伝事務所を置き､ 日本ツ

アーの企画､ 現地旅行会社への情報提供等を行っ

ていた特殊法人 ｢国際観光振興会｣ は､ 平成15

年10月１日に解散し､ 独立行政法人 ｢国際観光

振興機構 (JNTO)｣ として生まれ変わった｡

JNTOは､ ①訪日旅行商品の開発・販売､ 国

際コンベンション誘致等を支援する ｢訪日旅行

促進事業｣､ ②外客受入環境の改善､ 情報提供

等を行う ｢受入対策事業｣､ ③それらの事業を

効率的､ 効果的に実施するための ｢調査研究・

情報提供事業｣ の３つを事業の柱としている｡

業務の効率化を図るため､ 業績評価に基づいて

現行事業の見直しを行うことになっており(14)､

組織的にも､ 市場動向を的確に反映した体制作

りを急いでいる｡ その手初めとして､ 平成15年

７月で閉鎖した米国のシカゴ事務所に代わり､

中国の上海に観光宣伝事務所を新設することが

検討されている(15)｡

Ⅲ 観光立国推進上の課題

日本のインバウンド観光を活性化するための

ポイントについては､ 多くの識者が､ それぞれ

の立場から様々な意見を述べている｡ その内容

は多岐にわたっているが､ 指摘を受けることが

多い項目を整理すると､ ①観光地としての魅力

の向上､ ②入国審査の改善とビザの拡大､ ③外

国人旅行者が歩きやすい環境の整備､ ④海外広

報活動の強化等の４つに大別することができる｡

１ 観光地としての魅力の向上

指摘されることが最も多いのは､ 観光地とし
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� 首相官邸ホームページ ｢観光立国懇談会報告書｣ <http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kanko/kettei/030424/

houkoku.pdf>

� 首相官邸ホームページ ｢観光立国関係閣僚会議 (第１回) 議事次第｣ <http://www.kantei.go.jp/jp/singi/ka

nko2/dai1/1gijisidai.html>

� 首相官邸ホームページ ｢観光立国関係閣僚会議 (第２回) 議事次第｣ <http://www.kantei.go.jp/jp/singi/ka

nko2/dai2/2gijisidai.html>

� 国土交通省ホームページ ｢外客受入環境整備のための具体的施策検討懇談会の設置について｣ <http://www.

mlit.go.jp/kisha/kisha04/01/010707_2_.html>

� ｢国際観光振興機構が発足 目標達成のための組織に編成 中期計画で５つの基本スタンス｣ 『交通新聞』 2003.10.

21.

� ｢観光客誘致､ 中国に狙い 国交省 上海に事務所新設へ｣ 『読売新聞』 2003.７.31, 夕刊.



ての魅力を高めるソフト・パワーの強化である｡

力点の置き方や具体策については､ 論者の間で

若干の意見の違いが見られるが､ 画一化の方向

に進み過ぎた観光資源の洗練化､ 差別化を図る

ことが重要だという点では､ ほぼ見解が一致し

ている｡ 伝統文化をアピールすべきだとの意見

が根強く残る一方で､ 訪日外国人観光客の65％

を占めるアジア諸国の観光客の関心は､ 歴史・

文化遺産より都市と近代文化に向いているのだか

ら､ 今後は都市観光や産業観光に力を入れるべ

きだという意見もある｡ しかし､ 国際交流員(16)

を務めている外国人を対象に行われたアンケー

ト調査の ｢友人に日本訪問を勧める場合､ 何を

見るようにアドバイスするか｣ という質問に対

する回答は､ ｢祭りなどの季節行事｣ と ｢食べ

物｣ が１位と２位を占めており(17)､ 伝統的な

観光資産の人気が低いわけでもない｡

伝統的な観光資産の再評価の中､ 歴史的景観

の保全を図るには､ 無秩序な開発の規制が必要

との声の高まりを受け､ 政府は､ 平成16年６月

に､ 景観緑三法 (｢景観法｣､ ｢景観法の施行に伴

う関係法律の整備等に関する法律｣､ ｢都市緑地保全

法等の一部を改正する法律｣) を成立させた｡ 詰

まるところ､ 現代文化の魅力を伝統文化とは別

のカテゴリーとして自覚し､ 国際的な発信を行

う際にも､ 現代と伝統の両建てを図ることが求

められているのではないかと思われる｡

観光の魅力は､ 普段と異なる生活文化の体験

にある｡ 従って､ 特別な景勝地でなくても､ 観

光資源に特別な魅力があり､ 適切な情報発信を

すれば､ 旅行者を集められるという考え方が広

がっている(18)｡ この考え方は､ 日本人の国内

旅行者の誘致にも当てはまる｡ 団体観光客向け

の画一化された受入れ態勢を改善し､ 家族旅行､

個人旅行等の多様なニーズに対応できるように

ならなければ､ 観光産業の未来はないという見

方は､ 現状に危機感を抱く多くの識者により明

らかにされている(19)｡ 日本人の休暇の取り方

を変え､ 国内観光の週末集中を緩和することで､

ニーズの多様化を更に顕在化させ､ 各地域固有

の魅力を高める方向に誘導することを求める意

見も見られる(20)｡ そのような形で日本人向け

国内旅行の質的改善が図られ､ 宿泊費の引き下

げが実現すれば､ 外国人旅行者にとっての魅力

も自然と高まることになる｡

観光の概念にも､ 新たな考え方が現れている｡

サスティナブル・ツーリズムは､ 経済成長か環

境保護かという二元論を越えた次元で開発を論

じる ｢サスティナブル・ディベロプメント｣ の

考え方を観光に応用したもので､ WTO では

｢サスティナブル・ツーリズムの開発は､ 将来

のための機会を守り､ さらには増やしながら､

現在の旅行者とホスト地域のニーズに応えるも

のである｡ それは､ 文化的健全性､ 重大な生態

学的変遷､ 生物学的多様性､ 生命維持システム

を維持しながら､ 経済的､ 社会的､ 審美的なニー

ズを満たすような形で､ すべての資源を管理す

ることにつながると見られている｡｣(21)と定義

している｡ インバウンドに限らず､ 今後の観光

政策を考える上で､ 持続可能という視点は常に

欠かせないものとなるであろう｡

実際の旅行形態としては､ エコ・ツーリズム
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� 地域レベルの国際交流推進を図るため､ 世界各国から招致した外国人の青年｡ 国際交流事業の企画・立案､ 地

方自治体や民間団体が主催する国際交流行事への参加等の活動を行っている｡

� ｢日本のウリは祭りとグルメ 外国人客誘致へ調査｣ 『交通新聞』 2003.12.26.

� 例としては､ 溝尾良隆 ｢観光のためのまちづくりに不可欠な長期的視点および規制と誘導｣ 『法律文化』 (243),

2004.7, pp.20-23. が挙げられる｡

� 例としては､ ｢ゼミナール ニッポンの観光戦略② 環境変化 国内は安近短など逆風｣ 『日本経済新聞』 2004.

7.8. が挙げられる｡

� 例としては､ 丁野朗 ｢有給生かし ｢観光立国｣｣ 『東京新聞』 2004.8.8. が挙げられる｡



(珍しい自然を楽しむことを目的とした観光)､ グ

リーン・ツーリズム (農村や漁村で自然を楽しみ

ながら､ 産業体験や地元住民とのコミュニケーショ

ン活動を行う観光)､ エコ・ミュージアム (自然

遺産､ 産業遺産､ 文化遺産を現地で保存､ 育成､ 展

示することを通して､ 地域社会を発展させること)､

ヘリテージ・ツーリズム (先人が築いた産業遺産

を保存・活用し､ 地域を活性化すること) 等が注

目を浴びている｡ これらはすべて自然に優しい

イメージを持っているが､ 規模の拡大が環境破

壊につながるケースもあるので､ 本物かどうか

をきちんと区別する必要がある｡ さらに､ 最近

では､ ヘルス・ツーリズム (治療､ 療養､ 健康

診断等を主たる目的とした観光で､ 古来の湯治もそ

の一種) という旅行形態も注目を浴びており(22)､

旅行者の興味を引き寄せるポイントは多岐にわ

たっている｡

２ 入国審査の改善とビザの拡大

入国に関する手続きの問題も必ずと言ってよ

いほど指摘されるポイントである｡ まず最初に

挙げられるのは入国審査に要する時間で､ 審査

に30分かかるのは普通で､ 時には１時間以上か

かることがあるとの批判が多い｡ 審査時間の短

縮化を図る方策としては､ 出入国管理職員の増

員の他に､ 職員配置の適正化 (外国人の優先化､

出国管理の簡素化) や手続きの簡略化 (クラス別

の窓口設定､ コンピュータ・システム化の促進) が

提案されている(23)｡ 将来的には､ 事前旅客情

報システム (搭乗者の身分事項に関する電子情報

を航空機等の目的国到着前に同国の税関､ 入管に送

付し､ 問題のある人物をチェックするシステム) の

導入も考えられる｡

最近は､ アジア地域から日本を訪れる旅行者

の短期滞在査証 (ビザ) の問題がクローズアッ

プされることも多い｡ 現在､ 日本人がアジア諸

国に出掛ける場合､ 韓国とタイでは30日以内､

香港では３ヶ月以内の滞在であれば､ ビザは必

要とされない｡ 中国も､ 2003年 (平成15年) ９

月１日から､ 短期渡航 (観光､ 商用での15日以内

の短期旅行) に限り､ ビザを不要とする措置を

取った｡ これに対し､ 日本は､ 欧米先進国を中

心とした63の国に対してはビザを免除している

が､ 中国､ 韓国など大部分のアジア諸国の旅行

者に対してはビザを求めている｡

アジア諸国に対する観光ビザの免除または取

得の容易化を図れば､ 旅行者が増えることは確

実なのに､ その扱いが厳しくなっているのは､

入国後に失踪する不法残留者の問題があるため

である｡ 旅行者誘致のために入国規制の緩和を

求める声に対し､ 法務省や警察庁は､ 治安面か

ら難色を示していると言われている｡ 実際､ 観

光客などを装って (｢短期滞在｣ の在留資格で)

入国した不法残留者は､ 平成16年１月１日現在

の不法残留者数219,418人中の68.5％ (150,326人)

を占めている(24)｡ また､ 来日外国人検挙人員

に占める不法滞在者(25)の割合は､ 平成８年以

降､ 毎年50％を超えており(26)､ 慎重な対応が

必要だとの意見も無視し得ない｡ その一方で､

不法就労を含む外国人労働者により､ 観光地に
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� WTO ホームページ ｢Sustainable Development of Tourism - Concepts & Definitions｣ <http://www.

world-tourism.org/sustainable/concepts.htm>｡ 島川崇氏は､ 著書 『観光につける薬―サスティナブル・ツー

リズム理論―』 同友館, 2002 の中で､ ｢サスティナブル・ツーリズムとは､ 観光客､ 観光関連企業､ 地域住民の

『三方一両得』 をはかりながら､ 観光地の環境を破壊することなく長期的な展望をもって､ 観光地の経済活動を

持続させていくことができる観光形態｣ (p.41) と定義している｡

� 姜淑瑛 ｢ヘルスツーリズムの現状と課題｣ 前田勇・編 『21世紀の観光学』 学文社, 2003.４, pp.41-58.

� ｢[経済観測] 観光立国の第一歩｣ 『毎日新聞』 2003.11.28, 伊藤元重 ｢[正論] どうにかならぬか長蛇の入国審

査 観光立国が聞いて呆れる非効率｣ 『産経新聞』 2004.１.６.

� 法務省入国管理局 ｢本邦における不法在留者数について (平成16年１月１日現在)｣ 2004.３. <http://www.

moj.go.jp/PRESS/040326-2/040326-2.html>



おける料飲食サービス等の労働が支えられると

いう構造も出来上がっており(27)､ 外国人の入

国を取り巻く状況は複雑な様相を呈している｡

また､ 一般国民の意識が外国人旅行者の増加

を単純に歓迎する方向に向かっていないことも

明らかになった｡ 内閣府が平成15年８月に行っ

た ｢自由時間と観光に関する世論調査｣(28)では､

訪日外国人旅行者数が少ない現状について ｢知

らなかった｣ と回答した者の割合が88.4％に達

し､ 実状を聞いた後の感想も､ ｢特に思ったこ

とはない｣ という回答が36.6％で最も多かった｡

海外からの観光客が増えることについては､

｢増えて欲しくない｣ と回答した者の割合が32.4

％もあった｡ その理由としては､ ｢外国人観光

客を装った犯罪者が入国し､ 犯罪の増加につな

がることが心配だから｣ という回答が90.2％と

圧倒的多数を占めており､ この回答結果は､ 入

国時のビザ取得免除・手続簡素化を進めること

に慎重な回答結果とも一致している｡

しかし､ ビザ拡大に向けた流れは､ 着実に前

進している｡ 香港からの旅行者については､ 平

成16年４月からビザが免除されている｡ 韓国に

ついても､ 修学旅行生に対するビザが､ 平成16

年３月から免除されており､ 一般旅行者に対し

ても､ 愛知万博の開催に合わせて､ 平成17年３

月から半年間ビザを免除し､ 恒久免除につなげ

るという方向で検討が行われている(29)｡

中国については､ 修学旅行生のビザ手数料を

平成16年４月から免除しており､ ビザについて

も､ 同年夏から免除する予定であると伝えられ

ている(30)｡ しかし､ 一般旅行 (団体旅行のみ)

については､ ビザを発給している地域が北京市､

上海市､ 広東省の１省２市に限られ､ 海外旅行

熱が高まっている中国側は､ 対象地域の拡大を

求めていた｡ 日本ツーリズム産業団体連合会も､

平成15年４月に対象地域拡大を求める要望書を

内閣官房長官に提出している(31)｡ それらの要

望を受け､ 政府は､ 平成16年９月15日から､ 江

蘇省､ 浙江省､ 山東省､ 遼寧省､ 天津市の４省

１市をビザ発給地域に加えることを決めた｡ こ

の措置により､ 中国側のビザ対象人口は､ １億

人から３億６千万人に増加する(32)｡ 来日後の

失踪防止策としては､ 日本の指定旅行会社に適

用していた減点方式の罰則制度を中国側の指定

旅行会社にも適用すること､ 大量失踪者が出た

場合は団体観光ビザの運用を止め､ 中国側と対

応を協議することが考えられている(33)｡

３ 外国人旅行者が歩きやすい環境の整備

外国人旅行者が歩きやすい環境の最大の阻害

要因となっているのは言葉の壁である｡ 費用負

担の問題を別にすれば､ その解消に最も効果的

なのは通訳である｡ 現在､ 通訳ガイドについて

は､ ｢通訳案内業法｣ (昭和24年６月15日 法律第

210号) に基づく ｢通訳案内業｣ という国家資

格が認められている｡ 通訳案内業を営むために
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� 不法残留者や不法入国者のように､ 正規の資格を持たずに日本に滞在している外国人｡

� 警察庁 『平成15年 警察白書』 p.11.

� 山上徹､ 堀野正人 『現代観光へのアプローチ』 白桃書房, 2003, pp.114-116.

� 内閣府大臣官房政府広報室 『自由時間と観光に関する世論調査 [世論調査報告書 平成15年８月調査]』 <http:

//www8.cao.go.jp/survey/h15/h15-jiyujikan/index.html>

� ｢日韓観光交流を強化 国交正常化､ 来年40周年 短期ビザ免除など検討｣ 『日本経済新聞』 2004.7.15; ｢首相

の対韓国 ビザ恒久免除発言不法滞在や犯罪増加懸念 法務省 難色＆慎重 積極派 官邸と綱引き｣ 『産経新聞』

2004.7.27.

� ｢中国の修学旅行生 ｢いらっしゃーい｣ 今夏からビザ免除 政府決定｣ 『朝日新聞』 2004.5.29.

� ｢中国人観光客のビザ拡大を要望 ツーリズム産業連｣ 『交通新聞』 2003.7.17.

� ｢中国人団体観光客 ビザ発給拡大 ９月15日から｣ 『日本経済新聞』 2004.7.23, 夕刊.

	 ｢中国人団体旅行 誘致に力 自治体や旅行会社｣ 『朝日新聞』 2004.７.25.



は､ 国土交通大臣が行う (実際は国際観光振興機

構が代行する) 試験に合格し､ 都道府県知事の

免許を受けなければならない｡ 通訳案内業は､

外国人旅行者に付き添い､ 幅広い知識と教養を

ベースに､ 外国語を用いて案内を行う仕事であ

り(34)､ 外国人旅行者を誘致するのであれば､

十分な人数を確保しておかなければならない｡

しかし､ 平成15年度の試験合格者は331人 (合

格率は5.3％) にとどまっており(35)､ まだ十分と

は言えないというのが実状である｡

特に､ 近年､ 需要が増えている中国語の通訳

案内業免許取得者は､ 平成15年４月１日時点で

795人しかおらず､ しかも大都市に集中してい

るということで､ 地方における供給不足が懸念

されている｡ そのような需給ギャップに対応す

るため､ ｢外国人観光旅客の来訪地域の多様化

の促進による国際観光の振興に関する法律｣

(平成９年６月18日 法律第91号) が定められ､ 通

訳案内業者が不足している特定の地域について

は､ ｢通訳案内業法｣ の特例として地域を限定

した通訳案内業免許を付与できるようになった

が､ 適用例は限られるようである(36)｡

昭和39年の東京オリンピックを機に発足した

｢善意通訳 (グッドウィル・ガイド) 制度｣ も､

通訳ガイドの不足を補う役割を果たしている｡

善意通訳として活動するために特別な資格を取

得する必要はないが､ 外国人旅行者に付き添っ

て案内を行った場合でも､ 通訳案内業とは異な

り､ 報酬を求めることはできない(37)｡ 平成15

年３月現在､ 国際観光振興機構が善意通訳のバッ

ジとカードを交付した善意通訳者の数は､ 全国

で約49,000人に上っている｡

また､ 外国人旅行者向けに限定されているわ

けではないが､ 観光ガイドについては､ 独自の

制度を設けている地域が見られる｡ 東京都では､

東京観光財団が､ 平成15年11月から､ 東京の成

り立ちや文化等に関する総合的な知識を身に付

け､ 東京を紹介できる人材を育成する目的で､

｢東京シティガイド｣ 検定を行っている(38)｡ 東

京観光財団は､ その合格者を組織化し､ 実務に

ついて教育した上で､ 新たな観光ルート開拓や

海外からの観光客の案内役として活用すること

を予定している(39)｡ また､ 東京都は､ サッカー

のワールドカップの際に応募した通訳ボランティ

ア約1,700人のうち､ 英仏中韓など７言語の100

人を観光ボランティアとして登録し､ 平成16年

秋からボランティア・ガイドとして活動させる

ことも考えている(40)｡

言葉の壁を解消するための方策としては､ 他

に多言語翻訳システムの導入など､ 最新技術を

駆使した対応策も検討されている｡ 国土交通省

は､ 平成16年１月上旬～３月に､ 外国人旅行者

に自動翻訳機能を備えた携帯情報端末 (PDA)

を試用してもらう ｢ｅ－ナビ実証実験｣ を実施

した(41)｡ また､ 日本語が読めない外国人にも

理解できる案内標識の充実についても､ 今後５

年間で道路の路線番号の標識整備を終わらせる

方針を固めたと伝えられている(42)｡ 地下鉄の
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� 有泉晶子 ｢通訳案内業の役割に関する一考察｣ 『立教観光学研究紀要』 ２号, 2000.3､ pp.65-66.

� 国際観光振興機構ホームページ ｢通訳案内業 (ガイド) 試験｣ <http://www.jnto.go.jp/info/htmls/05_03

tsuyakusiken-04-03-30.html>

� 国土交通省 『観光白書』 の平成10年版～16年版に記載があるのは､ 平成10年４月に最初の免許が交付された

｢中国語及び朝鮮語を用いて行う通訳案内業についての九州地域｣ だけである｡

� 国際観光振興機構国内サービス部受入対策支援グループ ｢外国人旅行者と日本との文化の架け橋 善意通訳制

度について｣ 『月刊観光』 (445), 2003.11, pp.39-40.

� ｢インタビュー 川村耕太郎さん 東京シティガイド検定が実施されます｣ 『月刊観光』 445号, 2003.11, pp.46-47.

� ｢東京観光財団 ｢街のガイド｣ 組織化 ｢検定｣ 合格者を継続教育｣ 『日本経済新聞』 2004.2.18.

� ｢TOKYO もっと来て！外国人観光客 ボランティアで魅力発信 ガイド検定・通訳登録を実施｣ 『東京新聞』

2004.5.12, 夕刊.



路線や行き先駅をわかりやすくするため､ 東京

都では､ 国土交通省､ 東京都交通局､ 東京メト

ロが協力し､ 平成16年４月１日から､ 路線名と

駅名をアルファベットや数字で表し､ 路線名や

駅名と併記している(43)｡

外国人旅行者が街を歩く時の障害は､ 言葉の

問題だけではない｡ 街角の銀行 ATM の海外

発行クレジット・カードへの対応の遅れにより､

外国人旅行者が入国後に ｢円｣ を入手するのが

難しいという状況も問題視されている｡ ATM

の海外カード開放について､ 韓国は､ 2002年の

サッカー・ワールドカップ開催を期に対応を済

ませている｡ 対応が遅れた日本では､ 日本ツー

リズム産業団体連合会やクレジット会社が､ 大

手都市銀行に対して早急な改善を求めているが､

改修費用やセキュリティの問題があり､ 対応は

それほど進んでいない(44)｡ 既に全国約２万台

の ATM の海外カード対応を済ませている郵

便貯金の場合は､ ATMの改修に１台当たり約

13,000円の費用がかかった｡

４ 海外広報活動の強化等

外国人旅行者の誘致については､ 基本となる

海外広報活動が不足していると考える論者も多

い｡ その中心となる国際観光振興機構 (2003年

９月30日以前は国際観光振興会) の2003年度予算

は32.1億円で､ 韓国観光公社の半分以下にとど

まっている (表参照)｡ 宣伝資金を投入すべき

ターゲットを見極めたり､ 効果的な情報発信の

仕方を選ぶことも大事だが､ 観光地としての国

際的知名度が低いという事実について､ 疑問を

差し挟む余地がほとんど無い以上､ 広報資金の

絶対額をさらに増やすという対応も選択肢の中

に含めて検討する必要があるのではないかと思
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表 主要国の公的観光宣伝機関の予算

国 名 公的観光宣伝機関名 予 算 総 額

カナダ カナダ観光局 136.3億円 (2002年度)

香港 香港政府観光局 91.0億円 (2002年度)

オーストラリア オーストラリア政府観光局 83.3億円 (2002年度)

フランス フランス政府観光局 81.3億円 (2002年度)

英国 ビジット・ブリテン 77.4億円 (2001年度)

韓国 韓国観光公社 70.3億円 (2002年度)

スペイン スペイン観光協会 43.6億円 (2002年度)

イタリア イタリア政府観光局 37.8億円 (2002年度)

ドイツ ドイツ観光局 36.0億円 (2002年)

オランダ オランダ政府観光局 35.6億円 (2000年度)

(出典) 国際観光振興機構 『JNTOの組織と事業活動』 <http://www.jnto.go.jp/ info/pdfs
/sosikitokatsudou.pdf> p.56 の ｢主要国・地域の公的観光宣伝機関の概要｣ より作
成｡

� 国土交通省ホームページ ｢ｅ－ナビ実証実験の実施について (自動通訳機能をもつ携帯情報端末を用いた訪日

外国人旅客の移動支援に関する実証実験)｣ <http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha03/01/011024_2_.html>

� ｢路線表示状況に大差 分かりやすさは栃木､ 岐阜､ 反対は奈良､ 和歌山 国交省､ 観光立国へ整備促進｣ 『交通

新聞』 2003.８.15

� 東京都交通局､ 帝都高速度交通営団 ｢～わかりやすい東京の地下鉄をめざして～路線名､ 駅名に記号・番号を

併記した ｢駅ナンバリング｣ を始めます｡｣ <http://www.kotsu.metro.tokyo.jp/news/20040227a.html>

� ｢外国人観光客､ ｢日本円｣ 入手に四苦八苦 街角 ATM使えず 海外発行カード対応整備に遅れ｣ 『日本経済新

聞』 2004.1.30; ｢｢観光立国｣ は国際カードへの金融機関 ATMの開放の引き金となるか｣ 『月刊消費者信用』 22
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われる｡ 広報活動は､ 世界に189ヵ所ある在外

公館でも行われているが､ 重要度の高い34都市

には､ さらに ｢広報文化センター｣ が置かれて

いる｡ 在外公館における広報活動ついては､ 観

光アタッシェを配置して一層の強化を図るべき

だという意見も見られる｡

観光地としての日本に注目してもらうための

広報活動とは表裏の関係にあるが､ 旅行を終え

た後をどうフォローするかという点も重要であ

る｡ しかし､ 現在の日本には､ 訪日外国人旅行

者がどのような感想を持ったかという情報を把

握し､ 将来のためにフィードバックしていく仕

組みが無い｡ 平成９年までは､ 国際観光振興会

による ｢訪日前後の対日イメージ比較｣ という

アンケート調査が行われていたが､ 予算制約等

の問題があり､ 以後､ 同種の調査は行われてい

ない｡ フィードバック情報は､ マーケッティン

グに不可欠な基礎的データであるため､ その収

集・分析のための予算確保の必要性が訴えられ

ている(45)｡

観光産業の順調な発展に､ 人材育成が不可欠

であることに異論はないだろう｡ しかし､ 現在

の日本で､ 観光分野の学部・学科・コースを設

置している大学・短期大学は限られている｡ 観

光学部を置いている大学は３校しかない(46)｡

この点､ 欧米ではかなり状況が異なっている｡

米国では､ 146の大学が観光関連プログラムを

持ち､ 業界との強いネットワークにより､ 実践

的な教育が行われている(47)｡ ヨーロッパでも､

ホテルスクール等の専門学校を中心に教育シス

テムを構築したスイス等､ 様々な形で観光部門

における人材育成が図られている(48)｡ ただ､

日本でも､ 観光立国構想の一環として､ 国立大

学への観光学部・学科の設置を促進する方針を

政府が固めたと報じられており(49)､ 僅かなが

ら状況は変わってきている｡

Ⅳ 各国の外国人旅行者誘致体制

インバウンド観光の推進体制については､ 限

られた情報しか得られない国が多い｡ また､ 行

政機構が頻繁に変わり､ 最新状況の把握が難し

い国もある｡ 従って､ きれいに対比させた形で

まとめることはできないが､ 2002年の外国人旅

行者受入数が上位40位以内に入った国のうち､

上位10カ国と､ 11位以下については主要な国につ

いて､ 観光推進体制の概略を以下に紹介する(50)

(括弧内は､ 外国人旅行者受入数と国際順位)｡ ほ

とんどの国で政府観光局を中心とした推進体制

を採っているようであるが､ 中央政府の権限や

観光資源の違いにより､ 政策の立案から実施に

至る流れには､ 様々なバリエーションが見られ

る｡ 観光立国担当大臣を置くようになった日本

で､ 今後､ 政策立案システムを見直すとすれば､

どのようなシステムを作り上げるべきか､ 今か

ら議論を深めておく必要があるように思われる｡

[フランス] (77,012千人､ １位)
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観光行政は､ 設備・運輸・住宅・観光・海洋

省の下にある観光担当省 (Minist�re d�l�gu�au

Tourisme) が所管している｡ 観光担当大臣

(Ministre d�l�gu�au Tourisme) が置かれ､ 政

策立案に当たっては､ 国家観光理事会 (Conseil

National du Tourisme) がバックアップすると

いう体制が取られている｡ 宣伝活動は､ 観光担

当省の監督下にある特殊法人のフランス政府観

光局 (Maison de la France) が行っている｡ フ

ランス政府観光局は､ 267名の職員を擁し､ 34

ヵ所の海外事務所を持っている｡ 予算は､ 主と

して､ 観光担当省の補助金と会員 (観光関係企

業､ 地方公共団体等) の賛助金により賄われて

いる｡ フランス政府観光局は､ 外国人旅行者を

誘致を目的として設けられた組織であるが､

1992年以降は､ フランス国民に対する国内観光

の振興を図るという役割も与えられている｡

[スペイン] (51,748千人､ ２位)

観光行政は､ 産業・観光・商務省の観光・通

商庁 (Secretar�a de Estado de Tursimo y Com-

ercio) が所管している｡ 宣伝活動は､ 独立機関

であるスペイン観光協会 (Instituto de Turismo

de Espa�a, TURESPA�A) が行っている｡ ス

ペイン観光協会は､ 約500名の職員を抱え､ 29

ヵ所の海外事務所を置いている｡ 海外事務所等

を通して得られた各国の観光需要に関する情報

は､ 観光分野における権限を委譲されている地

方自治体に送られ､ 各地方自治体は､ 自己の判

断で独自の誘致活動を行っている(51)｡ 地方自

治体の観光振興予算の規模も大きく､ アンダルシ

ア州のように､ 国を超える予算 (2003－2006年で

約745億円) を計上している地方自治体もある(52)｡

[アメリカ] (41,892千人､ ３位)

連邦レベルの観光行政は､ 商務省の旅行観光

業局 (Office of Travel & Tourism Industries)

が所管している｡ 旅行観光業局は､ インバウン

ドとアウトバウンドに関する市場調査を行い､

統計資料や概観見通しのレポートを作成する｡

他に､ 技術支援､ 観光プログラム・商品の開発､

連邦政府内での旅行観光産業に関わる政策の調

整等も行っているが､ ほとんどの政策は､ 州政

府主導で展開されており､ 宣伝活動についても､

各州の観光局が主たる役割を果たしている｡

[イタリア] (39,799千人､ ４位)

観光行政は､ 首相府産業庁が所管しているが､

権限と責任の多くは地方自治体に付与されてい

る｡ 宣伝活動は､ 首相府産業庁の監督下にある

特殊法人のイタリア政府観光局 (Ente Nazionale

Italiano per Il Turismo) が行っている｡ 129名

の職員を擁するイタリア政府観光局は､ 25ヵ所

の海外事務所を持ち､ 国際的な観光需要のトレ

ンドに関する調査､ 公的部門と民間部門の調整

を図る営業戦略の策定､ 各市場・地域に適合し

た営業ツールを組み合わせた計画目標の展開等

の活動を行っている｡

[中国] (36,803千人､ ５位)

観光行政は､ 国務院が所管している｡ 宣伝活

動は､ その下部組織である中国国家旅遊局

(｢中国国家観光局｣ と訳されることもある) が行っ

ており､ 15ヵ所の海外事務所を設け､ 外国人旅

行者の誘致を図っている｡ 中国国家旅遊局は､

外国人旅行者向けのホテル､ 旅行業者に対する

指導・監督等の業務も行っており､ 外国人向け

ホテルは､ 1995年の3,720軒が2000年には10,481

軒に､ 旅行社は､ 1995年の3,826社が2000年に

は8,993社に急増した｡ 2000年に中国を訪れた

外国人旅行者は､ 8,344万人に達し(1995年は4,639

万人)､ 162億ドルの外貨を獲得している｡ その

勢いは､ 今なお衰えを見せていないが､ 更に発

展させるためには､ 業務管理､ 職員教育､ 環境
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衛生面での改善が必要との指摘がされている(53)｡

[イギリス] (24,180千人､ ６位)

観光行政は､ 文化・メディア・スポーツ省が

所管している｡ 宣伝活動は､ その監督下にある

特殊法人のビジット・ブリテン (Visit Britain)

(2003年４月に ｢British Tourism Authority｣ と

｢English Tourism Council｣ が統合) が行ってい

る｡ ビジット・ブリテンの職員数は450名で､

海外事務所は29ヵ所設けられている｡ また､ ス

コットランドには､ ビジット・スコットランド

(Visit Scotland)､ ウェールズには､ ウェール

ズ観光局 (Wales Tourist Board)､ 北アイルラ

ンドには､ 北アイルランド観光局 (Northern

Ireland Tourist Board) が置かれ､ それぞれの

地域への旅行者の誘致活動を行っている｡

[カナダ] (20,057千人､ ７位)

観光政策は､ カナダ産業省の監督下にある特

殊法人のカナダ観光局 (Canadian Tourism

Commission) を中心に進められている｡ カナ

ダ観光局の職員数は151名で､ うち80名が25ヵ

所の海外事務所で働いている｡ カナダ観光局の

意思決定機関である理事会 (26名) は､ 民間の

代表 (17名) と州政府・準州政府の代表 (９名)

で構成されているが､ 公平を図るため､ メンバー

は定期的に入れ替えられる｡ 現在は､ ５つの作

業委員会を設け､ それぞれの市場について戦略

的計画を推し進めている｡

[メキシコ] (19,667千人､ ８位)

観光行政は､ 観光省が所管している｡ 大統領

により任命される観光大臣の下に､ 観光プロモー

ションを行う観光振興担当次官と､ 観光政策立

案､ 旅行者保護等を担当する観光開発担当次官

が置かれている｡ 観光関連の政府機関としては､

観光国家プロジェクトを推進し､ カンクーン等

の観光開発を実施してきた観光開発基金 (El

Fondo Nacional de Fomento al Turismo; FON-

ATUR) (連邦政府の独立機関) と､ 国内外に向

け観光振興に関する情報発信を行っているメキ

シコ観光プロモーション会議 (Consejo de Pro-

moci�n Tur�stica de M�xico) (観光大臣が会長を

務める半官半民の組織) がある｡

[オーストリア] (18,611千人､ ９位)

観光行政は､ 経済・労働省が所管している｡

宣伝活動は､ その監督下にあるオーストリア政

府観光局 (�sterreich Werbung) が行っている｡

オーストリア政府観光局の職員数は220名で､

うち140名は28ヵ所の海外事務所で働いている｡

[ドイツ] (17,969千人､ 10位)

観光行政は､ 経済・労働省が所管している｡

宣伝活動は､ その監督下にある公益法人 (1949

年設立) のドイツ観光局 (Deutche Zentrale f�r

Tourismus) が行っている｡ ドイツ観光局の職

員数は153名で､ 1999年以降は､ ドイツ国民に

対する州を超えた広域的国内観光宣伝を担う役

割も与えられている｡ 海外事務所は28ヵ所設け

られている｡ 予算の大半は､ 連邦政府の助成に

より賄われている｡

[ギリシャ] (14,180千人､ 13位)

観光行政は､ 観光省が所管しており､ ギリシャ

政府観光局 (Greek National Tourism Organi-

zation) が､ 政府に対する政策提言､ 採用され

た政策の実行､ インフラ整備計画の立案､ 海外

における観光プロモーション活動等､ 重要な役

割を担っている｡ 観光政策は､ 観光産業の振興

に関わる都市政策､ 農漁村振興政策､ 交通政策､

文化政策等の政策を総括するものとして位置付

けられ､ 豊かな観光資源と蓄積されたデータを

最大限に活かした構想が推進されている｡ 主要

国のギリシャ大使館には観光局が併設されてお

り､ ギリシャ観光のＰＲ活動や観光客の誘致活
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動を行っている｡ 観光地域の整備を支援するた

め､ 地方自治体に対する補助金制度等が設けら

れ､ 中央と地方の有機的連携も図られている(54)｡

[マレーシア] (13,292千人､ 15位)

観光行政は､ 文化・芸術・観光省が所管して

いる｡ 宣伝活動は､ その監督下にある特殊法人

のマレーシア政府観光局 (Malaysia Tourism

Promotion Board) が行っている｡ マレーシア

政府観光局の職員数は448名で､ うち36名が海

外事務所 (30ヵ所) で働いている｡ 1998年のセ

パン国際空港の開港やホテル客室数の増加等､

インフラの整備は進んでいるが､ まだそれをフ

ル活用するには至っていないようである(55)｡

[タイ] (10,873千人､ 18位)

観光行政は､ 首相府が所管しており､ 首相府

大臣が担当大臣となっている｡ 宣伝活動は､ そ

の監督下にある1979年設立の特殊法人のタイ国

政府観光庁 (Tourism Authority of Thailand)

が行っている｡ タイ国政府観光庁の職員数は876

名で､ 海外に15ヵ所の事務所を構えている｡ タ

イ国政府観光庁の運営は､ 全額が国庫補助によ

り賄われている｡ 1998年から展開された ｢アメ

イジング・タイランド｣ キャンペーンにより､

観光地のインフラ開発・整備､ 接客サービスの

質的向上等が図られ､ 着実に外国人旅行者を増

やしている(56)｡

[スウェーデン] (7,487千人､ 23位)

観光行政は､ 産業・雇用・コミュニケーショ

ン省が所管しており､ スウェーデン政府観光庁

(Swedish Tourist Authority) が関係機関の調

整や統計整備を行っている｡ 宣伝活動は､ スウェー

デン旅行・観光局 (Swedish Travel & Tourism

Council) が行っており､ アジア向けには､ デ

ンマーク､ ノルウェーと共同で設けたスカンジ

ナビア政府観光局 (Scandinavian Tourist Board)

を使って広報活動を展開している｡

[シンガポール] (6,996千人､ 24位)

観光行政は､ 商工省が所管している｡ 宣伝活

動は､ その監督下にある特殊法人のシンガポー

ル政府観光局 (Singapore Tourism Board) が

担当し､ 新パッケージツアーの開発や世界的な

芸術イベントの開催等を対象とした資金援助､

海外の友人・親戚の呼び寄せを促進する ｢フレ

ンズ・オブ・シンガポール｣ プログラム等の取

組みを行っている(57)｡ シンガポール政府観光

局の職員数は391名で､ 海外事務所は14ヵ所設

けられている｡

[韓国] (5,347千人､ 32位)

観光行政は､ 文化観光部が所管しているが､

観光振興拡大会議には､ 様々な機関が加わり､

政策の提起､ 相互調整を行っている(58)｡ 宣伝

活動は､ 文化観光部の監督下にある特殊法人の

韓国観光公社 (Korean National Tourism Organi-

zation､ 1962年設立) が行っている｡ 韓国観光公

社の職員数は715名で､ 宣伝活動だけでなく､

免税店経営､ 観光リゾート団地の開発・分譲等

の業務も行っている｡ 海外事務所は､ 20ヵ所設

けられている｡ 1999年に打ち出した ｢観光ビジョ

ン21｣ により､ デスティネーション・イメージ

をプラスに転じることに成功した韓国は､ 日本

からの観光客を大幅に増加させている(59)｡
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[日本] (5,239千人､ 33位)

観光行政は､ 国土交通省が所管している｡ 宣

伝活動は､ その監督下にある独立行政法人の国

際観光振興機構 (JNTO) が行っている｡ 国際

観光振興機構の職員数は107名で､ 海外事務所

は11ヵ所 (＋２分室) 設けられている｡

[オーストラリア] (4,841千人､ 37位)

観光行政は､ 連邦産業・観光・資源省が所管

しており､ 閣外大臣として､ 中小企業・観光大

臣が置かれている｡ それまで宣伝活動を行って

いた特殊法人のオーストラリア政府観光局

(Australian Tourist Commission) は､ 2004年

７月､ 観光調査局､ 観光予測協議会と共に､ ツ

アリズム・オーストラリア (Tourism Australia)

に統合された｡ 各州にも､ 観光担当省と政府観

光局が置かれている｡

Ⅴ 最後に

観光デスティネーション (目的地) としての

魅力は､ 一朝一夕に生み出せるものではない｡

最も多くの外国人旅行者を集めているフランス

も､ 歴史遺産や伝統文化に依存することだけで

観光世界一の座を獲得したわけではない｡ 例え

ば､ パリのような都市では､ 長年にわたり､ 様々

なコンセプトの見本市が提案されており､ その

幾つかを定着させることで､ リピーター旅行者

を確保するというような工夫の積み重ねがその

基本にある(60)｡ 年間1,195件 (2001年) もの国

際会議を開催することにより､ 多くの外国人旅

行者を呼び寄せているアメリカには､ コンベン

ション事業について､ 事業者と来訪者の仲介､

事業者に対する研修､ マーケティング活動等を

行うコンベンション＆ビジターズ・ビューロー

という組織がある｡ 展示場を中心としたコンベ

ンション・センターの増設等を行うための財源

としては､ ホテル宿泊占有税が活用されており､

コンベンション事業の振興を図る体制がきちん

と確立されている(61)｡

観光立国に向けた日本の試みはまだ始まった

ばかりで､ その施策が実を結ぶのは､ しばらく

先のことになるであろう｡ 明確な成果が現れる

まで､ 地道な施策を重ねていくということが何

よりも大切なのではないかと思われる｡

(やまざき おさむ 国土交通課)
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